
2121 広報とよころ広報とよころ
Jan-2026Jan-2026 2020広報とよころ広報とよころ

Jan-2026Jan-2026

給
与
所
得
者
の
確
定
申
告
に
つ
い
て
問合せ先
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給
与
所
得
が
あ
る
方
で
も
、
次
の
よ

う
な
場
合
は
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
（
確
定
申
告
を
す
れ
ば
税

金
が
還
付
さ
れ
る
場
合
は
除
き
ま
す
）。

①
給
与
の
収
入
金
額
が
２
，
０
０
０
万

円
を
超
え
る
場
合

②
１
か
所
か
ら
給
与
の
支
払
を
受
け
て

い
て
、
給
与
の
全
部
が
源
泉
徴
収
の
対

象
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
給
与
所
得

や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
金
額
の
合
計

額
が
20
万
円
を
超
え
る
場
合

③
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
を
受

け
て
い
て
、
給
与
の
全
部
が
源
泉
徴
収

の
対
象
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
年
末

調
整
さ
れ
な
か
っ
た
給
与
の
収
入
金
額

と
、
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所

得
金
額
と
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え

る
場
合

　

給
与
所
得
が
あ
る
方
で
確
定
申
告
の
必

要
が
な
い
方
で
も
、
次
の
よ
う
な
場
合
は

確
定
申
告
を
す
る
と
還
付
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

①
災
害
や
盗
難
、
横
領
に
よ
り
住
宅
や
家

財
な
ど
の
資
産
に
受
け
た
損
害
な
ど
に

つ
い
て
雑
損
控
除
を
受
け
る
場
合

②
病
気
や
け
が
な
ど
で
支
払
っ
た
一
定

の
医
療
費
に
つ
い
て
医
療
費
控
除
を

受
け
る
場
合

③
ふ
る
さ
と
納
税
な
ど
の
寄
附
を
行

い
、
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
場
合

④
家
屋
を
住
宅
借
入
金
等
で
新
築
や
購

入
、
増
改
築
等
を
し
て
、
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
場
合

確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

場
合
と
は

確
定
申
告
を
す
る
と
所
得
税
お
よ
び

復
興
特
別
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る

場
合
と
は

　　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
ス
マ
ホ
を
使
っ
て
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

か
ら
所
得
税
、
消
費
税
及
び
贈
与
税
の
申
告
書
を
作

成
し
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
は
、「
還
付
金
の
早
期
還
付
」・「
確
定
申

告
期
間
中
に
自
宅
等
か
ら
24
時
間
利
用
が
可
能
（
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
期
間
は
除
き
ま
す
）」・「
保
存
デ
ー
タ
の
使

用
に
よ
る
翌
年
申
告
の
簡
略
化
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
と
連
携
す
る
と
、
医
療
費
や
ふ
る
さ
と
納

税
等
の
申
告
に
必
要
な
各
種
控
除
証
明
書
等
の
デ
ー
タ

を
一
括
取
得
し
、
確
定
申
告
書
の
該
当
項
目
に
自
動
入

力
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
を
利
用
す
る
た
め
に

は
、
事
前
準
備
が
必
要
で
す
。
各
種
控
除
証
明
書
等
の

発
行
主
体
に
よ
っ
て
は
、
デ
ー
タ
の
取
得
可
能
に
な
る

ま
で
に
数
日
を
要
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
早

目
の
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

確
定
申
告
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と

ス
マ
ホ
で
さ
ら
に
便
利
に
！

公的年金等を受給されている方へ
　以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも、
所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
　※公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合に限る

●公的年金等の収入金額が 400 万円以下
●公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20 万円以下

・源泉徴収税額や予定納税額があり、所得税および復興特別所得税の還付を
　受けるためには、確定申告をする必要があります。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が 20 万円以下で
　所得税および復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民
　税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことは役場住民
　課までお問合せください。

　　

十
勝
池
田
税
務
署
で
は
、
次
の
と
お
り
確
定
申
告
会

場
を
開
設
し
ま
す
。
確
定
申
告
会
場
で
の
相
談
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
予
約
が

必
要
で
す
。

　

な
お
、
申
告
書
等
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
次
回
以
降

の
申
告
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
ス
マ
ホ
申
告
を
ご
案
内
し
て

い
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
ス
マ
ホ
申

告
を
行
う
た
め
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
ほ
か
、

カ
ー
ド
発
行
時
に
設
定
し
た
パ
ス
ワ
ー
ド
（
利
用
者
証
明

用
電
子
証
明
書
及
び
署
名
用
電
子
証
明
書
）
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
事
前
に
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
及
び
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
に
ご
注
意

く
だ
さ
い
）。

確
定
申
告
会
場
開
設
期
間
等
の
お
知
ら
せ

■ 

会
場
：
十
勝
池
田
税
務
署

（
池
田
町
字
旭
町
１
丁
目
８
番
地
８
）

■ 

期
間
：
令
和
８
年
２
月
16
日
か
ら
３
月
16
日
ま
で
の

月
曜
日
、
水
曜
日
、
木
曜
日

※
譲
渡
所
得
・
贈
与
税
の
申
告
の
方

　

開
設
期
間
中
の
火
曜
日
（
午
前
）、
金
曜
日
（
午
前
）

　
（
専
門
員
が
リ
モ
ー
ト（
Ｗ
ｅ
ｂ
相
談
）で
対
応
し
ま
す
。）

■ 

相
談
受
付
時
間
：
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で　

 

（
祝
日
を
除
く
）

２
月
13
日
（
金
）
ま
で
に
税
務
署

で
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
へ

　
　

給
与
所
得
が
あ

る
方
の
大
部
分
は
年

末
調
整
で
所
得
税
お

よ
び
復
興
特
別
所
得

税
が
精
算
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
た
め
、
確

定
申
告
を
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
給
与
所

得
が
あ
る
方
で
も
確

定
申
告
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
場
合

や
、
確
定
申
告
を
す

る
と
源
泉
徴
収
さ
れ

た
所
得
税
お
よ
び
復

興
特
別
所
得
税
が
還

付
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　
　

１
月
５
日
（
月
）
か
ら
２
月
13
日

（
金
）
ま
で
の
間
、
税
務
署
窓
口
で
の

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
事
前
予
約
が

必
要
で
す
（
事
前
予
約
し
て
い
な
い
方

の
申
告
相
談
は
、
受
け
付
け
て
お
り
ま

せ
ん
）。

　

事
前
予
約
は
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る

オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
予
約
又
は
電
話
に

て
お
受
け
し
ま
す
。（「
０
１
５
（

572
）

２
１
７
１
」
に
電
話
を
お
か
け
い
た
だ

き
「
２
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

※
電
話
で
の
お
問
合
せ
が
多
く
な
る
時

期
で
す
の
で
、
是
非
、
オ
ン
ラ
イ
ン
事

前
予
約
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。ＬＩＮＥ公式アカウント

はこちら
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